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市長への手紙市長への手紙

市ホームページ内の「市民の声（ご意見・ご提案）」ページからも
投稿する事ができます。
■問い合わせ／南国市役所　企画課
 ☎ 088-863-2111（代表）
 　 088-863-1167

回答を希望する場合は、必ず住所、お名前、電話番号を記入してください。担当する部署か
ら電話や書面などで回答します。ただし、市役所の業務以外のこと、個人や団体を中傷す
るものなど、内容によっては回答できないものもありますのでご了承ください。

住 所 南 国 市

名 前
電 話 番 号

※市 処 理 欄 　 No. 担 当

（ ふりが な ）
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県民スポーツフェスティバル2021県民スポーツフェスティバル2021
参加申込みについて

県民スポーツ月間関連大会

　大会の詳細は、高知県スポーツ課のホームページをご確認く
ださい。開催要項や申込書、大会当日に提出する健康チェック
シートなどのダウンロードも可能です。なお、南国市教育委員
会が申込先となっている競技は、スポーツセンターではなく南国
市役所３階生涯学習課にお申し込みください。

参加助成金について
　南国市内在住・在勤の参加者には助成金を支給しています。助成金は各競技終了３日
後から１ヶ月以内に、南国市立スポーツセンター事務所に申請してください。なお、申請
の際には、印鑑、競技申込書のコピー、参加料領収書などの、競技参加を確認できる書
類をご持参ください。

■問い合わせ／生涯学習課スポーツ推進係　☎８８０－６５６９

競技名

アクアスロン

ボウリング

テニス

サイクリング

クレー射撃

スカッシュバレー

武術太極拳
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ボッチャ
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9月26日

10月3日
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10月17日

10月10日

10月24日
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10月3日

10月5日

10月24日

11月4日

11月14日

11月23日

  

8月31日

8月31日

8月31日
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9月3日

9月6日
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9月10日

9月16日

9月17日

9月22日

9月27日

10月13日

10月21日

10月26日

11月10日

10月29日

　　　　　　　　　申込先

高知県トライアスロン連合事務局　アクアスロン担当

南国市教育委員会（生涯学習課）

高知県サイクリング協会

南国市教育委員会（生涯学習課）

高知県スカッシュバレー連盟事務局

高知県武術太極拳連盟

高知県柔道協会

香美市ペタンク連盟事務局

高知県ソフトテニス連盟

高知県パークゴルフ協会

南国市教育委員会（生涯学習課）

高知県フライングディスク協会

南国市教育委員会（生涯学習課）

高知県ボウリング連盟
または南国市教育委員会（生涯学習課）

高知県ゲートボール協会
または南国市教育委員会（生涯学習課）

高知県ラグビーフットボール協会
または南国市教育委員会（生涯学習課）

高知県グラウンド・ゴルフ協会
または南国市教育委員会（生涯学習課）

開催日 申込締切

空家等の所有者等からのご相談に対応するため、

住宅課に「空き家相談窓口」を設置しています。

皆様からお寄せいただく相談内容に応じて、

「空き家専門相談員」が課題解決に向けて

様々な助言をいたします。お気軽にご相談ください。

○老朽住宅除却事業費　補助金制度 
 地震等の自然災害による被害および住宅の管理不全な状態による事故等の防止を図るため、老朽化した木

造住宅（空き家）の除却に要する費用の一部を補助します。
※補助金の対象となる住宅の条件や申請方法につきましては、広報５月号でお知らせいたします。

○空家等の適正管理の促進に関する通知 
 所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、所有者等に対して空家等の情報提供や対応への助言

を行います。

○空き家活用住宅促進事業      
 市が所有者から空き家を約10年間借上げ、市が改修したうえで公的賃貸住宅として移住者や子育て世帯な

どに貸し出します。また、借上げ期間満了後は所有者にお返しし、ご家族での活用や第三者への売却・賃
貸を行っていただくなど有効活用していただきます。

○不動産事業者紹介事業 
 市が空き家の所有者等と市内不動産事業者をマッチングし、空き家の売却や賃貸に向けての相談を行って

いただくことで、空き家の利活用促進に繋げます。
 ※高知県宅地建物取引業協会および全日本不動産協会高知県本部との官民協働事業です。

○空き家バンク事業
 中山間地域に存する等の理由で、不動産事業者による取り扱いが困難な空き家の有効活用を図るため、

売却や賃貸を希望する空き家の所有者等が空き家物件の情報を登録し、本市への移住を希望する方等に
その情報を提供します。 

～空き家の管理などで
お困りではありませんか？～

空き家相談窓口のご案内空き家相談窓口のご案内

■問い合わせ／住宅課住宅係　☎８８０―６５５８

住宅課住宅係
空き家相談窓口

※「空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法第２条第１項に規定する「建築物又はこれに附属する工作物であっ
て居住その他の使用がなされていないことが常態であるものおよびその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）」
をいいます。

※すべての空家等問題を解決できるわけではありません。また、隣人間のトラブルに市が介入することはいたしません。

南国市が取り組んでいる空き家事業のご紹介南国市が取り組んでいる空き家事業のご紹介

適正管理に関すること

利活用に関すること


